理　由　書
　令和　　年　　月　　日

宮崎労働局長　殿
	府県
	所掌
	管轄(1)
	基幹番号
	枝番号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


所 在 地
名　  称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中小企業等特別加入については、役員等については包括加入が原則ですが、役員等の一部の者を下記のとおり特別加入者としないことを希望します。
　なお、特別加入対象から除外されることにより、労災保険給付を受けられないことについて承知しました。

記

　　【対象から除外する者の職・氏名】

　　【対象から除外することの理由】

